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高年齢者の労働災害防止のための指針
～エイジフレンドリー指針～

【概要版】

事業者が講ずべき措置

・ 高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害
の発生リスクについて、災害事例等か らリスクを洗い出
して対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の2 
~ 5を参考に優先順位の高いものから取組事項を決めるこ

と。

１ 安全衛生体制の確立等

◇ 経営トップによる方針表明及び体制整備

◇ 高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

・ 経営トップが高年齢者の労働災害防止対策に取り組む方針を示し、 対策の
実施体制を明確にします。 
・ 安全衛生委員会等において高年齢者の労働災害防止対策に関する事項を
調査審議し、労使で話し合います。

・ 高年齢者の身体機能等の低下による労働災害の発生リスクについて、 災害事例等から危険源を洗い
 出し、リスクの高いものから優先的に対策を講じます。

・ 高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の
発生リスクについて、災害事例等か らリスクを洗い出し
て対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の2 ~ 

5を参考に優先順位の高いものから取組事項を決めること。

２ 職場環境の改善
◇ 身体機能低下を補う設備・装置の導入
 ・ 高年齢者が安全に働き続けられるよう、施設、設備、装置等の改善を行いま
す。

◇ 高年齢者の特性を考慮した作業管理
 ・ 筋力、バランス能力、敏捷性、全身持久力、感覚機能、認知機能の低下等を
考慮して作業内容等を見直します。 

・ 高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害
の発生リスクについて、災害事例等か らリスクを洗い出
して対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の2 
~ 5を参考に優先順位の高いものから取組事項を決めるこ

と。

３ 高年齢者の健康や体力の状況の把握

◇ 健康状況の把握
・ 労働安全衛生法で定める雇入時及び定期の健康診断を確実に実施し

ます。

  ◇ 体力の状況の把握
    ・ 高年齢者の体力状況を客観的に把握し、適切な対策を行うため、主に

高年齢者を対象とした体力チェックを継続的に実施することが望まれます。 また、事業場の実情に
応じて青年期・壮年期から実施することで、安全で安心な職場づくりに役立ちます。 

 ◇ 健康や体力の状況に関する情報の取扱い
    ・ 健康情報等は「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置

  に関する指針」を踏まえ、プライバシーに十分配慮し適切に取り扱います。 

趣旨
この指針は、労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき、高年齢者の労働災害
を防止するため、 事業者が講ずるよう努めなければならない措置について、その適
切かつ有効に実施するため定めたものです。
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  次の1 ～ 5に掲げる事項について、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等
の実情に応じて、 国、 関係団体等による支援も活用して、実施可能な対策に積極的に取り組む
ことが必要です。



・ 高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害
の発生リスクについて、災害事例等か らリスクを洗い出
して対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の
2 ~ 5を参考に優先順位の高いものから取組事項を決める

こと。

４ 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
◇ 個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置
・ 健康や体力の状況を踏まえ、必要に応じて、業務内容の見直しや働き方の配慮
 をします。

◇ 高年齢者の状況に応じた業務の提供 
・ 高年齢者が安心して働き続けられるよう、職場環境の改善を進めるとともに、
働き方のルールづくりに努めます。
・ 業務内容の決定に当たっては、健康状態や体力の状況を踏まえ、 安全と健康の観点から適切な業
務とのマッチングに努め、 継続的な就労が可能となるよう配慮します。
・ 高年齢者の治療と仕事の両立については、「治療と就業の両立支援指針」に基づき、取り組むよう努
めます。

◇ 心身両面にわたる健康保持増進措置
・ 集団及び個々の高年齢者を対象として、 身体機能等の維持向上を目的とした取組を継続的に実施
   します。
・ 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（ THP指針）」や 「労働者の 心の健康の
   保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）」に基づき、心身の健康づくりに努めます。

・ 高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害
の発生リスクについて、災害事例等か らリスクを洗い出
して対策の優先順位を検討し、その結果も踏まえ以下の2 
~ 5を参考に優先順位の高いものから取組事項を決めるこ

と。

◇ 高年齢者に対する教育
・ 法令に基づく教育等を確実に行うとともに、作業内容とそのリス
クについて理解しやすくするため、十分な時間をかけ丁寧に説明
します。 高年齢者が再雇用等によりこれまで経験のない業種や
業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練を行います。

◇ 管理監督者等に対する教育
・ 管理監督者等に対して、高年齢者特有の特性と高年齢者の安全衛生対策について教育を行い
ます。

５ 安全衛生教育

労働者と協力して取り組む事項
事業者は、高年齢者の特性に配慮し、作業環境の改善や作業管理など、必要な安全対策に努めます。

  一方、 個々の労働者も、身体機能等の低下が労働災害のリスクにつながる可能性を理解し、事業者と
協力しながら安全な職場づくりを進めていきましょう。

国、関係団体等による支援の活用
事業者は、国や関係団体が実施する支援策を積極的に活用し、
職場の安全対策や環境整備に役立てていきましょう。

【参考】「令和８年度エイジフレンドリー補助金」のご案内 
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徳島労働局／徳島・鳴門・三好・阿南労働基準監督署
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